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１．統括管理者・技術管理者の選任
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技術管理者

・外部委託可。ただし、兼任する場合は５事業所以下であることを要する。

統括管理者の意見・技術管理者の助言の尊重義務経営者

意見の申出

技術的助言

意思決定

統括管理者

指定地球温暖化対策事業所では、事業所ごとに、統括管理者・技術
管理者を選任しなければならない。

■統括管理者の要件
次に示す要件の全てに該当すること
① 地球温暖化対策に係る業務を統括する部署に所属し、地球温暖化対策の実施に

関する決定の権限及び責任を有すること
② 東京都の定める講習会を修了すること（※）

次に示す要件の全てに該当すること
① 都が定める資格のいずれかを有すること
② 省エネルギー診断を実施する能力を有すること
③ 東京都の定める講習会を修了すること（※）

■技術管理者の要件

●都が定める資格
エネルギー管理士、一級建築士、
一級建築施工管理技士、
一級電気工事施工管理技士、
一級管工事施工管理技士、建築設備士、
技術士（建設、電気電子、機械、衛生工学、環境、
総合技術監理（建設、電気電子、機械、衛生工
学、環境））
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１．統括管理者・技術管理者の選任 ～要件～

※例外あり



受講義務のあるケース

第２期以降
新たに指定・

指定相当
となる事業所

統括管理者の経験なし

右を選任

受講任意のケース

第２期以降
新たに指定・

指定相当
となる事業所

別の
事業所

統括管理者の経験あり

右を選任

受講任意のケース

第１期中
から指定
の事業所

統括管理者の経験なし
制度の理解に努める

右を選任

１．統括管理者・技術管理者の選任 ～講習会の受講～
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●講習会の受講義務・受講任意について



２．総量削減義務と排出量取引制度

・制度の概要

・制度の対象

・総量削減義務

・義務履行手段

・排出量取引

・計画書の提出と公表
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２．総量削減義務と排出量取引制度

■制度の概要

２-１．制度概要 スライド８

２-２．削減計画期間 スライド９

２-３．２０２５年以降の取組イメージ スライド10
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２-１．制度概要

・ オフィスビル等を対象とする世界初
の都市型のキャップ＆トレード制度

・ 高効率機器への更新や運用対策
 の推進、再エネ利用の推進など、
 自らの事業所で削減対策を推進

・ 自らの削減対策に加え、排出量
 取引での削減量の調達により、
 合理的に対策を推進することが
 できる仕組み

・ 大規模事業所間の取引に加えて、
 各種クレジットの活用が可能



2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度

■総量削減義務の履行期限

計画期間終了後、１年６か月間の整理期間の末日が、

履行期限となる。

■削減計画期間：５年間
２０１０年度以降、５年度ごとの期間

※ 削減義務量及び年度排出量の確定時点で、整理期間の終了まで180日以下の場合は、

それらの確定後180日を経過した日が履行期限となる。
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２-２．削減計画期間

第１計画期間

第２計画期間

第３計画期間

整理期間計画期間 履行期限 （2016年9月末）

計画期間

計画期間

整理期間

整理期間

履行期限 （2022年1月末）

履行期限 
（2031年9月末）第４計画期間 計画期間 整理期間

履行期限 （2026年9月末）



２-３．２０２５年度以降の取組イメージ
 （第４計画期間）
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自主的取組による
省エネ推進

2002 2007 2010 2015 2020 2025 2030

1.5℃目標達成に向けて、2030年までに世界全体の温室効果ガス排出量を「半減以下」に

地球温暖化対策計画書制度

世界共通

目標

○気候変動対策

方針策定

キャップ＆トレード制度

大幅削減に向け

た転換始動期

大幅削減を定着・展

開する期間

再エネ電力選択による

CO2削減を強化

再エネ利用による

CO2削減効果を反映

脱炭素社会を見据え

た省エネの継続と

再エネ利用の促進

【第一計画期間】 【第二計画期間】

・・・

【第四計画期間】

2050年までに「実質ゼロ」に

都の目標

脱炭素社会を見据えた

省エネの更なる深掘りと

再エネ利用拡大を促進

温室効果ガス排出量：2000年比25％削減

エネルギー消費量：2000年比30％削減

温室効果ガス排出量：2000年比50％削減

エネルギー消費量：2000年比50％削減

再エネによる電力利用割合：50％程度

【第三計画期間】

制度における
再エネの取扱

省エネ＆再エネ

需要側のCO2

削減の考え方
第一に省エネ徹底等でのエネ削減

第二に再エネ等の積極的な活用

脱炭素社会の実現に向け、 省エネと
再エネ利用拡大の両輪でCO2削減を推進

再エネ自家消費

再エネクレジット

低炭素電力選択の

仕組み

再エネ利用拡大による

CO2削減の強化

ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ル
の
実
現

省エネ＞再エネ

再エネ利用による

CO2削減を拡充

再エネ自家消費

再エネクレジット

低炭素電力選択の

仕組み拡充

再エネ利用による排出量削減効果をより反映

再エネ自家消費

再エネクレジット

将来の望ましい姿

（イメージ）

＜2020年までの目標＞ ＜2030年までの目標＞ ＜2050年までの目標＞

世界のCO₂排出実質ゼロに貢献する
「ゼロエミッション東京」の実現を目指す

再エネ自家消費

再エネクレジット

実排出係数への移行に
よる再エネ電力選択
再エネ由来の証書利用

再エネ調達手法の多様化に対応

● 「キャップ＆トレード制度の取組イメージ」



２．総量削減義務と排出量取引制度

■制度の対象

２-４．対象となる事業所 スライド12

２-５．事業所範囲 スライド15

２-６．義務対象者 スライド18

２-７．対象となる温室効果ガス スライド20

２-８．削減活動の報告 スライド22

２-９．算定対象から除く排出活動 スライド23

２-10．算定対象から除くことができる排出活動 スライド24

２-11．事業所の指定取消し スライド25
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２-４．対象となる事業所 ～要件～

分類 要件

指定地球温暖化

対策事業所

前年度の燃料、熱、電気の使用量が原油換算で年間合計1,500kL以上となった事
業所

特定地球温暖化

対策事業所

３か年度（年度の途中から使用開始された年度を除く。）連続して、燃料、熱、電気
の使用量が原油換算で年間合計1,500kL以上となった事業所

指定相当地球温暖化

対策事業所

前年度の燃料、熱、電気の使用量が原油換算で年間合計1,500kL以上となった事
業所で中小企業等が１/２以上所有している事業所又は３か年度連続して脱炭素
成長型投資事業者の燃料使用を除いて算出した原油換算エネルギー使用量が
1,500 kL未満となった事業所

※“指定相当”地球温暖化対策事業所を除く。
※

“指定”地球温暖化対策事業所

“特定”地球温暖化対策事業所

要件該当
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分類 位置付け 義務となる事項

指定地球
温暖化対
策事業所

地球温暖化
対策を特に
推進する必
要がある事
業所

• 前年度の原油換算エネルギー使用量、特定温室効果ガス排出量の算
定（検証が必須）
• 前年度のその他ガス排出量の算定（検証不要）
• 削減目標と削減計画の設定

• 統括管理者・技術管理者の選任

• テナント事業者との協力推進体制の整備

• 上記を記した計画書の提出・公表

特定地球
温暖化対
策事業所

特定温室効
果ガス排出
量の削減義
務が課され
る事業所

• 上記「指定地球温暖化対策事業所」の義務となる事項

• 特定温室効果ガス排出量の削減義務

自らの事業所における削減

削減義務量不足分の取引による調達（再生可能エネルギーの活用、
他の事業所の削減量の調達ほか）

• 基準排出量の申請

２-４．対象となる事業所 ～義務となる事項～

指定相当地球温暖化対策事業所については、指定地球温暖化対策事業所に準じて計画書の提出・
公表等が必要
ただし、前年度の特定温室効果ガス排出量の検証は不要



14

●中小企業等が1/2以上所有する大規模事業所は削減義務対象外
●ただし、これまでと同様に、計画書の提出・公表等が必要

●既存事業所で中小企業等に該当する場合の手続は、2016年度予定

・①～⑥のいずれかに該当する事業者

※毎年度末時点の状況で判断

①中小企業基本法に定める中小企業者
(大企業等が1/2以上出資などの場合を除く。)

②協業組合等
③事業協同組合等
④商店街振興組合等
⑤生活衛生同業組合等
⑥個人

中小企業等の定義

【注意】
国や地方公共団体、医療法人、
学校法人、宗教法人、
特定目的会社、一般財団法人、
公益財団法人、特定非営利活動
法人、外国会社などは、
中小企業者には含まれない。

・中小企業等が1/2以上所有する大規模事業所は削減義務対象外
（指定相当地球温暖化対策事業所に該当）

・ただし、計画書の提出・公表等が必要(検証は不要)

２-４．対象となる事業所
～指定相当地球温暖化対策事業所①～
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●中小企業等が1/2以上所有する大規模事業所は削減義務対象外
●ただし、これまでと同様に、計画書の提出・公表等が必要

●既存事業所で中小企業等に該当する場合の手続は、2016年度予定

指定相当地球温暖化対策事業所となる場合の例（新規事業所の場合）

・３か年度連続して脱炭素成長型投資事業者の燃料使用を除いて算出し
た原油換算エネルギー使用量が1,500 kL未満となった大規模事業所は
削減義務対象外 （指定相当地球温暖化対策事業所に該当）

・ただし、計画書の提出・公表等が必要(検証は不要)

２-４．対象となる事業所
～指定相当地球温暖化対策事業所②～

削減義務
対象外排出量

1500kL

2026年度 2027年度 ２028年度 2029年度

事業所の使用開始
（年度途中）

指定地球温暖化対策事業所 指定相当地球温暖化対策事業所

検証対象 検証対象外

削減義務対象外

【注意】
特定地球温暖化対策事
業者の判断のときに、指
定相当事業所となるかど
うかを判断する。
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基本的には、建物、施設単位（住居は除く。）とし、下記の事業所は、
複数の建物等をまとめて一つの事業所とみなす。

（１） エネルギー供給事業者からの受電点やガス供給点が同一
の場合

（２） 共通の所有者が存在する建物等が隣接・近接している場合※

※① 建物と建物が近隣の場合
主たる使用者が同一である場合に限る。

  ② 建物と施設（平面駐車場・駐輪場を除く。）が近隣の場合
建物の主たる使用者と施設を使用して事業活動を行う者が同一である場合に限る。

 ③  建物と平面駐車場・駐輪場が近隣の場合
平面駐車場・駐輪場の利用状況等を踏まえ、建物との機能的一体性があると都が
認める場合に限る。

 ④  施設と施設が近隣の場合
共通する所有者が存在すれば一つの事業所とみなす。

２-５．事業所範囲 ～事業所範囲のとらえ方～
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２-５．事業所範囲 ～一つの事業所とみなす例～

（１）エネルギー管理の連動性が
ある場合

※エネルギー管理の連動性
①受電点など、エネルギー供給事業者
からのエネルギー供給を受ける地点が
同一である。
②熱供給施設で導管を連結している。

【例】

（２）事業者が近隣に建物を所有する
場合で、建物が『隣接』する場合

※『隣接』と『近接』の違い
建物等又はそれに付属する周囲の
土地が、間に他の建物等、道路、
水路を挟まずに接している場合を
『隣接』、挟んでいれば『近接』とする。

（３）事業者が近隣に建物を所有する
場合で、建物が『近接』する場合

合計で1,500kL以上であれば、
指定地球温暖化対策事業所とみなす。

エネルギー管理の連動性がある場合、合
計で1,500kL以上であれば指定地球温暖
化対策事業所とみなす。

1,500kL以上の核となる建物等があるため、
指定地球温暖化対策事業所となる
（2棟合わせて一つの事業所とみなす）。

附属病院 食堂

研究棟
受電

1,500kL以上の核となる建物等がないため、
指定地球温暖化対策事業所とはならない。



ア．事業所分割
エネルギー管理の連動性又は所有の状況などの変更により、一つの建物等

とみなされる建物等の数が減少した場合、申請により事業所区域を変更する
ことができる（任意申請）。
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■事業所区域の変更とは （特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインP34）

次のア又はイの要件を満たした場合、指定地球温暖化対策事業所の指定時に
定めた事業所区域の変更を申請することができる。

２-５．事業所範囲 ～事業所区域の変更～

イ．事業所統合
エネルギー管理の連動性又は所有の状況などの変更により、一つの建物等

とみなされる建物等の数が増加（増加する建物等が指定地球温暖化対策
事業所である場合に限る。）した場合、申請により事業所区域を変更すること
ができる（任意申請） 。 

※事業所区域の変更に伴い、変更前の対象事業所は指定を取り消され、変更後
の事業所が新たに指定地球温暖化対策事業所の指定を受けることになる。



■対象となる事業所の所有者 (原則)

■所有者に代わって、又は所有者等と共同で義務を負うことが可能な事業者

• 大規模設備改修を実施する権限を有している事業者

• 区分所有物件における管理組合法人

• 信託物件における受益者（特定目的会社、合同会社、投資法人などを含む。）

• 投資法人、特定目的会社等の所有物件について管理処分業務等の委託を受
けた者

• 信託物件について指図の権限の委託を受けた者

• PFI事業における選定事業者

• 特定テナント等事業者 ☆

• 事業所の排出量の５割以上を排出しているテナント事業者 ☆

• 複数のテナント事業者 (事業所の排出量の１割以上を排出している者に限
る。) が合計で事業所の排出量の５割以上を排出している場合の、その複数
のテナント事業者 ☆

• 事業所の住居専有部及び共用部のみを所有する者（事業所の敷地内にある
マンションの区分所有者等）☆

「☆」を付けた者は、所有者等と共同の義務者となる場合に限る。
19

２-６．義務対象者
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２-７．対象となる温室効果ガス
特定温室効果ガス 燃料等の使用に伴って排出されるCO2

報告の対象

削減義務あり

その他ガス

①特定温室効果ガス以外のCO2

削減義務なし②CO2以外のガス(CH4,N2O,HFC,PFC,SF6,NF3)

③水の使用、下水への排水

（１）特定温室効果ガス排出量算定方法

※その他ガス削減量は、その事業所の削減義務には利用可能 （取引は不可）

熱量（GJ) 排出係数
t-CO2/GJ

※燃料等の種類ごとに規定

特定温室効果
ガス排出量
（t-CO2)

単位発熱量
GJ/単位（t,kWh）

※燃料等の種類ごとに規定

電気・熱（蒸気、冷温水）は、熱量換算することなく
、排出係数を乗じて排出量を算定

再エネ由来証書
（t-CO2)

燃料等使用量
（原油、石炭、熱、電気等）

• 燃料、熱、電気等の燃料使用量に単位発熱量や排出係数を乗じて算定。

• 燃料は種類ごとの「固定係数」を使用し、電気・熱・都市ガスは「実排出係数*」を使用

• 年度ごとの特定温室効果ガス排出量から、再エネ由来の証書（グリーン電力・熱証書及び
非化石証書）の環境価値を控除可能

＊実排出係数は、事業所が契約している小売電気事業者や熱供給会社ごとの排出係数であり、毎年度、供給する電気の電源構成等

で排出係数が変動するため、特定温室効果ガス排出量算定の際に確認が必要



21

２-７．対象となる温室効果ガス
（２）特定温室効果ガス排出量算定で使用する電気・熱・都市ガスの実排出係数

• 電気・熱の実排出係数は、原則として東京都が公表する排出係数＊を使用
（都市ガスは原則として国が公表する調整後排出係数を使用））

• 排出係数は算定年度の前年度実績を使用するが、電気のメニュー別及び都市ガスの
排出係数については算定年度の排出係数を使用

• 再エネ由来の電気・熱は、原則として排出係数「ゼロ」とするが、持続可能性が担保さ
れていることが書面等で確認できないバイオマス燃料で発電等した電気・熱や環境価
値を移転した電気・熱は、「都内平均排出係数」を使用して排出量に加算する。

＊排出係数が不明な場合は 、第三計画期間の固定排出係数（電気：0.489 [t-CO2/千kWh]，熱：0.060 [t-CO2 /GJ] ）を使用 電気・熱・都市ガス
使用量の把握

使用する排出係数
の把握

特定温室効果ガス
排出量の算定
（t-CO2)

購買伝票等で使用量を把握 ・東京都が公表する排出係数の確認
・第三者認証のないバイオマス燃料の
 使用の有無を確認

東京都環境局HP

電気事業者名 排出係数
メニュー別
排出係数

●●株式会社 0.400 ー

▲▲株式会社 0.390 メニューA
0.250

メニューB
0.00

■■株式会社 0.350 メニューA
0.01

電気事業者別排出係数
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２-７．対象となる温室効果ガス

（４）その他ガスの算定方法

①特定温室効果ガス以外のCO2の排出係数
②CO2以外のガスの排出係数

③水の使用、下水への排水の排出係数

その他ガス排出量算定ガイドラインP7,20参照

直近の実績値に基づく排出係数に変更する。

排出活動の種類 第１計画期間 第２計画期間 第３計画期間 第４計画期間

水の使用 [t-CO2/千㎥] 0.200 0.251 0.266 0.251

下水への排水  [t-CO2/千㎥] 0.450 0.439 0.400 0.355

（３）再エネ由来証書の控除量の算定方法

※ 年度排出量の充当に使用した再エネ由来証書は、環境価値の二重利用を防ぐため、再エネクレジットとして
発行することはできない。

• 証書のもつCO2削減効果は、認証電力・熱量に「都内平均排出係数」を乗じて算定。

• 排出量を上限に、証書のもつCO2削減効果を年度排出量から直接控除できる。

• バイオマス由来の証書については、持続可能性が担保されていることが確認できる
燃料由来の電気・熱を対象。。

• その他ガスは「活動量」に排出係数を乗じて算定。
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２-８．削減活動の報告
再生可能エネルギー 太陽光、風力、地熱等

報告の対象
削減義務なし

非化石燃料 水素、アンモニアの使用 削減義務なし

（１）再生可能エネルギーの報告の義務化

• 第４計画期間から、燃料等使用量と合わせ
て、事業所で削減に用いた再エネ電気・熱
の量を把握することを義務化し、事業所に
おけるエネルギー（電気・都市ガス・熱）ごと
の再エネ利用割合を報告・公表する仕組み
を導入

再生可能エネルギーの供給方法

事業所範囲内からの供給 自家発電・発熱

オンサイト型PPA

事業所範囲外からの供給 自営線等

オフサイト型PPA

自己託送

（２）非化石燃料の報告の義務化

• 第４計画期間から、非化石燃料である水素及びアンモニアの使用量について報告を義務化。



２-９．算定対象から除く排出活動

⚫ 住宅用途（共用部も含む）への供給

⚫ 他事業所への熱又は電気の供給

⚫ 駅において鉄道輸送と不可分な排出活動

次の排出活動については、原則として算定対象から除外する。
ただし、購買伝票又は取引もしくは証明に使用可能な計量器により燃料等使用量を把握することが
不可能な場合には算定対象に含める。

⚫ 事業所外で利用される移動体の供給

敷地の範囲

ナンバー付き
自動車利用給油所・充電器

敷地の範囲内の給油所で給油する
ナンバー付き営業車等
→ 算定対象外

敷地の範囲

給油所・充電器 敷地内利用

給油・充電

敷地の範囲内の給油所で給油する
敷地内利用フォークリフト等
→ 算定対象

特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインP45参照
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給油・充電



２-10．算定対象から除くことができる排出活動

⚫ 工事のための燃料等の使用

⚫ 少量排出
事業所範囲に含まれ、かつ算定対象となる活動のうち、「事業所内に供給される燃料等使用量
監視点」の把握要件を満たさない排出活動は少量排出とみなし、排出量に含める必要はない。

購買伝票又は取引若しくは証明に使用可能な計量器により燃料等使用量を把握することが
できる場合に限り、排出量から除外することができる。

特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインP46参照
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要件 削減義務期間

①
事業活動の廃止又はその全部の
休止

廃止又は休止があった年度の前年度まで

②
前年度の原油換算エネルギー使
用量が1,000 kL未満

規模縮小年度※1の前年度まで

規模縮小年度※1まで

規模縮小年度※1の属する削減計画期間の終了年度まで

③
原油換算エネルギー使用量が前
年度までの３か年度連続して1,500
kL未満

3か年度の最後の年度の前年度まで

3か年度の最後の年度まで

3か年度の最後の年度の属する削減計画期間の終了年度
まで

④
指定相当事業所となる要件を満た
す

規模縮小年度※1の前年度まで

規模縮小年度※1まで

規模縮小年度※1の属する削減計画期間の終了年度まで

⑤ 事業所区域の変更 変更を申請した年度の前年度まで

２-11．事業所の指定取消し ～要件等～
・下表の要件に該当した場合、削減義務期間は下表に示す期間に短縮される。

下表の要件②、③、④に該当した場合は、削減義務期間の終了年度を選択可能。
ただし、一度選択した削減義務期間の終了年度を決定後に再変更することはできない。
（選択した終了年度までに①に該当した場合を除く。）

・変更後の削減義務期間に対応した義務履行を確認後、指定取消しとなる。

26

削減義務期間の
終了年度を選択可

削減義務期間の
終了年度を選択可

削減義務期間の
終了年度を選択可

※1 規模縮小年度とは「1000kL未満となった年度」、もしくは、「中小企業等が1/2以上所有となった年度」を指す。



1,600kL

1,200kL1,100kL
1,300kL

2025年度 2027年度2026年度 2028年度202４年度

1,500kL

変更後の削減義務期間

当初の削減義務期間

１年度目 ２年度目 ３年度目1,500ｋＬを
下回る年度

２-11．事業所の指定取消し ～指定取消しの例～

■指定取消しの例
 原油換算エネルギー使用量が前年度までの3か年度連続して1,500 kL未満の場合

27

変更後の削減義務期間

変更後の削減義務期間
選択可能

3か年度の最後の
年度の前年度まで

3か年度の最後の
年度まで

当該削減計画期間
の終了年度まで

2029年度

※ 第３計画期間の原油換算エネルギー使用量を、第４計画期間の一次エネルギー換算係数と単位発熱量で再算定した場合に
1,500kL以上又は未満となる場合であっても、特定地球温暖化対策事業所又は指定取消の要件を満たさない。



２．総量削減義務と排出量取引制度

■総量削減義務

２-12．削減義務量 スライド29

２-13．基準排出量の算定 スライド30

２-14．基準排出量の変更 スライド37

２-15．削減義務率 スライド39

２-16．トップレベル事業所の削減義務率 スライド48

２-17．医療施設に対する取扱い スライド49

２-18．電化率２０％未満事業所に対する取扱い スライド50
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削減義務期間の排出量を、上記で定まる排出上限量以下にすることが必要

基準排出量 削減義務率× 削減義務量

排出上限量：25,000 t-CO2
（5年間で排出可能なCO₂排出量の限度）

●削減義務量
10,000 t×50%×5年間＝25,000 t
●排出上限量
10,000 t×5年間－25,000 t ＝25,000 t

削
減
義
務
履
行

５年間の排出量の合計

・「基準排出量」：10,000t
・第４計画期間の削減義務率：▲50％削減 の場合

2025 2026 2027 2028 2029 年度

基準排出量 × －

≧

２-12．削減義務量

（削減義務期間：５年間）

× 削減義務期間

排出上限量削減義務量削減義務期間

29

2025 2026 2027 2028 2029 年度



（原則）2002年度から2007年度までの間のいずれか連続する３か年度の

排出量の平均値※（どの３か年度とするかは、事業者が選択可能。）

（例）既に総量削減実績のある事業所は、より過去の年度での設定が可能 

※ ３か年度のうちに、排出量が標準的でないと知事が特に認める年度がある場合については、
その年度を除く２か年度又は単年度とすることができる。

２-13．基準排出量の算定 ～既存事業所～
制度開始当初から特定地球温暖化
対策事業所に指定されていた事業所

30

10,000
t-CO2/年

9,500
t-CO2/年

(2002－2004
年度の平均)

（既に▲500t削減）

基準排出量※

(2005－2007
年度の平均)

9,200
t-CO2/年

8,300
t-CO2/年

第１計画期間
（2010－2014年度）

第２計画期間
（2015－2019年度）

8％削減
17％削減

選択可能

7,300
t-CO2/年

27％削減

第３計画期間
（2020－2024年度）

5,000
t-CO2/年

50％削減

第４計画期間
（2025－2029年度）



2010年度以降に特定地球温暖化
対策事業所に指定された事業所

２-13．基準排出量の算定 ～新規事業所①～

2,000kL 2,000kL
1,900kL 1,900kL

2,100kL

1,600 kL

１年度 ３年度２年度 ４年度 ５年度

要件該当

年度途中で使用開始された年度を
除いて３年間、連続して要件該当

０年度

年度途中で
使用開始

①過去の実績排出量

②排出標準原単位

“指定”地球温暖化対策事業所

“特定”地球温暖
化対策事業所
◆総量削減義務

2010年度以降に特定地球温暖化
対策事業所に指定された事業所

過去の実績排出量を用いる場合、削減義務期間の開始
年度の４年度前から前年度までのうち、連続する３か年
度の年間排出量の平均値を用いて算定

※条件を満たした事業所は、③「過去の基準排出量」に基づく基準排出量の算定も可能

（スライド３４を参照） 31



２-13．基準排出量の算定 ～新規事業所②～

①-１ 過去の実績排出量に基づく方法を選択
するための基準※

①-２ 供給する燃料等の過去の実績に基づく

方法

• 実績排出量に係る全ての適用対象年度又は期間
において、第一区分（業務系施設）、第二区分（産
業系施設）の別に運用管理基準の全ての運用管
理項目における運用管理条件を実施していること。

• 自己チェックを行い、東京都に運用管理報告書を
提出。（運用管理報告書については検証不要）

第一区分事業所の運用管理項目(一部抜粋）

※ 詳細は「特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」P108～、
「基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理
基準の適合認定ガイドライン」を参照のこと。

• 燃料、熱又は電気の供給を主たる事業とする事業
所は、事業所が供給する燃料や電気・熱（冷温水・
蒸気等）に燃料等の排出係数を乗じて得た量を特
定温室効果ガス年度排出量に代えることができる。

• 運用管理報告書の提出は必要

運用管理項目 運用管理条件

換
気
設
備
・空
調

6

空調機器不
要時の運転
の防止

空調機器の起動時刻と室使用開始時
刻との差が１時間以内、室使用終了時
刻以前の空調機器の停止を実施

7

過度な室内
温度設定の
防止

空調している室の室内温度の設定値
又は実際の室内温度が、冷房時26℃
以上、暖房時22℃以下とすること

照
明
電
気

設
備

10

照明不要時
の点灯の
防止

室使用時間に合わせた照明の点灯消
灯を実施すること

基準排出量（t-CO2）

＝販売熱量(基準年度平均)×他人から供給された熱の排出係数(0.060 t -CO2/GJ

熱供給事業所の算定イメージ

32



②排出標準原単位を用いた算出値※

• 2005～2007年度の大規模事業所の排出量を基に都が設定した用途毎の「排出標準原単位」を用いて
基準排出量を設定（排出活動指標 （床面積の大きさ）×排出標準原単位）する。

• 用途区分（事業所における用途）は建築基準法の用途区分等との対応によるものとする。

※ 詳細は「特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」P122～、排出標準原単位の用途区分と建築基準法の用途区分等と
の対応はP125～を参照のこと。

２-13．基準排出量の算定 ～新規事業所③～

用途区分毎の排出標準原単位

用途区分
排出活動指標
［単位］

排出標準原単位

第１計画期間 第２～第４計画期間 ［単位］

事務所 床面積[㎡] ８５ １００ [kg-CO2/㎡･年]

事務所(官公庁の庁舎） 床面積[㎡] ６０ ７５ [kg-CO2/㎡･年]

情報通信 床面積[㎡] ３２０
３８０

(データセンター ６１０)
[kg-CO2/㎡･年]

放送局 床面積[㎡] ２１５ ２６０ [kg-CO2/㎡･年]

商業 床面積[㎡] １３０
１６０

(食品関係 ２２５)
[kg-CO2/㎡･年]

宿泊 床面積[㎡] １５０ １８０ [kg-CO2/㎡･年]

教育 床面積[㎡] ５０
６０

(理系大学等 ９５)
[kg-CO2/㎡･年]

医療 床面積[㎡] １５０ １８５ [kg-CO2/㎡･年]

文化 床面積[㎡] ７５ ９０ [kg-CO2/㎡･年]

物流 床面積[㎡] ５０
５５

(冷蔵倉庫等 ９０)
[kg-CO2/㎡･年]

駐車場 床面積[㎡] ２０ ２５ [kg-CO2/㎡･年]

工場その他上記以外 床面積[㎡] 排出実績値の９５％
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③過去の基準排出量に基づく算定方法※

• 以下の条件を満たす、中小企業等のエネルギー使用（所有）割合が１/2以上となった事業所が、再び総量削
減義務の対象となった場合は、過去に特定地球温暖化対策事業所（旧特定事業所）で決めた基準排出量を
選択することができる。

• この算定方法を選択した場合の削減義務率は、総量削減義務が継続していた場合の削減義務率となる。

※ 詳細は「特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」P110～を参照のこと。

２-13．基準排出量の算定 ～新規事業所④～

【条件】
①指定の取消し以降に他の指定取消の要件（例： 事業活動 の廃止又は 停止、３年連続で原油換算
エネルギー使用量 1, 500 k L 未満等） に該当することなく、再び特定地球温暖対策事業所となること。

②旧特定事業所が廃止の届出を提出した年度の前年度が属する削減計画期間の次の削減計画期間
の終了年度までに、再び特定地球温暖化対策事業所となること。

第１ 第２計画期間 第３計画期間 第４ 

計画

期間 

H26  H27  H28  H29  H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

○ ●     第3計画期間以降は③の方法は選択できない 

 ○ ●          

  ○ ●         

 ○ ●   ■ 
再度特定事業所となっても 

③の方法は選択できない 

 

【凡例】

○：指定相当地球温暖化対策事業所の要件に
該当した年度

●：指定相当地球温暖化対策事業所の要件該
当による廃止の届出を提出した年度

■：●以外の要件該当による廃止の届出を提
出した年度

網掛け：③の方法で基準排出量を決定できる期
間（この間に再び特定地球温暖化対策事業
所に指定されることが条件）
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次のア及びイのいずれも該当する年度

ア． 理由に係る要件
改修工事の実施により、長期間使用されない部分が相当程度ある状況 など

 イ ．アの理由を主な原因として、年度排出量が次のいずれかであること

①アの要件に該当する年度が１年度の場合：アの要件に該当しない２年度分の特定
温室効果ガス年度排出量の平均値と比べて６％以上小さいこと

② アの要件に該当する年度が２年度以上ある場合：３年度のうち最も特定温室効果
ガス年度排出量の大きい年度と比べて６％以上小さいこと

第２期以降：「標準的でない年度」を最大２か年度まで除き、
２か年度平均又は単年度を選択可能

１.「標準的でない年度」の要件

２-13．基準排出量の算定 ～標準的でない年度①～
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ア
の
要
件
に
該
当

２. 「標準的でない年度」を最大２か年度まで除き、
２か年度平均又は単年度を選択できる場合 ＜イメージ＞

アの要件該当が１年度 アの要件該当が２年度以上

ア
の
要
件
に
該
当

ア
の
要
件
に
該
当

ア
の
要
件
に
該
当

ア
の
要
件
に
該
当

イ① 平均と比較 イ② 最大と比較 イ② 最大と比較

６％
以上

６％
以上

６％
以上

６％
以上

６％未満

２か年度平均選択可 ２か年度平均選択可 単年度選択可

標準的で
ない年度

標準的で
ない年度

標準的で
ない年度

標準的で
ない年度

除外可 除外可 除外可 除外可

２-13．基準排出量の算定 ～標準的でない年度②～
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算定期間内に事業所の用途、規模等に著しい変化があった場合、
基準排出量を変更（増加又は減少）する仕組み（申請義務）

＜基準排出量変更の留意点＞

①算定期間の選択

②対象となる変更事象

・床面積の増減
・用途変更
・設備の増減
・熱の供給先面積（熱供給事業所の場合）

２-14．基準排出量の変更

これらの要因を基に算定
される増減量が、
一定以上（６％以上）の
場合に変更する必要あり。

【 第２計画期間以降  】

ア.基準年度以降

イ.前削減計画期間末以降

【 第１計画期間  】

ア.基準年度以降 追加

※第２計画期間以降は、算定期間「イ」を選択す
ることができる
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２-14．基準排出量の変更 ～算定期間～

ア．基準年度以降
基準年度以降において事業所の用途、規模、エネルギーの供給等の
状況の変更があった場合、基準年度から状況の変更を把握し、増減
量を算定する

イ．前削減計画期間末以降（※第４計画期間の場合、2025年４月以降）
第３計画期間以前から特定地球温暖化対策事業所となっている事業所
に限り、第４計画期間から、2025年４月末以降の状況の変更を把握し、
増減量を算定することができる。

年度

基準年度

・・・

第３計画期間 第４計画期間

H14
2002

H15
2003

H16
2004

・・・
R5

2023
R６

2024
R７

2025
R８

2026

特定 特定 特定 特定 特定

算定期間 ア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

算定期間 イ ○ ●

○：用途、規模、エネルギーの供給等の状況の変更による排出量の増減量及び変更量の算定期間

●：基準排出量変更の要件に該当した状況の変更があった年度

この期間は基準排出量変更量の算定対象外
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２-15．削減義務率 ～設定の考え方～

39

※ 東京都の「産業・業務部門」の2030年排出量目標から大規模事業所相当量を推計。新規参入事業所等や
義務率緩和を受けている事業所の排出量相当分（約0.6百万t）を考慮して削減義務率を設定

• 大規模事業所の目標排出量からのバックキャスティングを前提に、省エネ対策に加え、
再エネ設備の導入や再エネ電気調達等による削減余地及び新規参入・廃止事業所等
における排出量相当分を考慮して、「50％/48％」とする。

区 分 第四計画期間

Ⅰ

Ⅰ－１ オフィスビル等 50％

Ⅰ－２
オフィスビル等のうち他人から供給された熱に係る
エネルギーを多く利用している事業所

48％

Ⅱ 工場等 48％

16.5
百万t

11.39
百万t

5.9
百万t

2024目標 2030目標※20292026 2027 20282025

第４期削減義務率
50%/48％

基準排出量

▲31% ▲64%



２-15．削減義務率 ～区分ごとの削減義務率～

区 分
削減義務率

第1計画期間 第2計画期間 第3計画期間 第４計画期間

Ⅰ

Ⅰ－１ オフィスビル等※１ 8％ 17％ 27％ 50％

Ⅰ－２

オフィスビル等のうち他
人から供給された熱に
係るエネルギーを多く
利用している事業所※２

6％ 15％ 25％ 48％

Ⅱ 工場等※３ 6％ 15％ 25％ 48％

※1 オフィスビル、商業施設、宿泊施設等と熱供給事業所 （区分Ⅰ－２に該当するものを除く）
※2 事業所の全エネルギー使用量に占める地域冷暖房等から供給されるエネルギーの割合が20％以上
（特定地球温暖化対策事業所に指定された後に、熱源機器の増減等により使用割合が変更される場合
は、当該年度の地球温暖化対策計画書に「他人から供給を受けた熱の使用割合変更に関する報告書」
を添えてご提出ください。）

※3 工場、上下水施設、廃棄物処理施設など区分Ⅰ－１、 区分Ⅰ－２以外の事業所
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２-15．削減義務率 ～区分の決定方法①～

■複合用途の事業所における区分の判断基準

■削減義務率の適用区分の決定及び変更の時期
①基準排出量を決定するとき、②トップレベル事業所の認定申請を行うため、基準排出量の決定
の前に、あらかじめ区分を決定する必要があるとき、③基準排出量を変更するとき

・下表の基準期間において、区分Ⅰの用途における原油換算エネルギー使用量の合計が、事業
所全体の原油換算エネルギー使用量に占める比率が50%を超えている場合、区分Ⅰとする。

※ただし、用途ごとの床面積の比率を、原油換算エネルギー使用量の比率とみなすことができる。

※事業所区域の変更に伴う基準排出量の決定は別途

決定又は変更の時期 基準排出量の算定方法 基準期間

基準排出量を決定すると
き

特定温室効果ガス年度排出量の平均の量 平均の量の算定の対象となった全ての年度

排出活動指標値に排出標準原単位を乗じて得た
量

削減義務期間の開始の年度の３年度前から前年度まで
（用途ごとの床面積の比率で区分を決定する場合は、削
減義務期間の開始前年度末時点）

指定相当地球温暖化対策事業所の要件に該当し
指定の取消しを受けた事業所（旧特定地球温暖化
対策事業所）が再び特定地球温暖化対策事業所と
なったときに選択した旧特定地球温暖化対策事業
所の基準排出量

再び特定地球温暖化対策事業所となったときの削減義
務期間の開始の年度の３年度前から前年度まで（用途
ごとの床面積の比率で区分を決定する場合は、削減義
務期間の開始前年度末時点） 

基準排出量の決定の前
のとき

－
削減義務期間の開始の年度の３年度前から２年度前ま
で

基準排出量を変更すると
き

－

基準排出量を変更する要因となった状況の変更があっ
た日以後の１年間（区分を早急に決定する必要がある
場合においては、６月まで短縮することができる。）（用
途ごとの床面積の比率で区分を決定する場合は、削減
義務期間の開始前年度末）

41



２-15．削減義務率 ～区分の決定方法②～

■他人から供給された熱に係るエネルギーの使用割合の基準期間について

・基準排出量を決定するときは、前ページの表の期間と同じ。
（床面積比率で区分を決定する場合の基準期間は適用しない）

・基準排出量を変更するときは、変更があった年度の削減義務率は当該年度、変更が
あった翌年度以降の削減義務率は翌年度を基準期間とする。

・基準排出量は変更されないが、他人から供給された熱の大幅な利用形態の変更（地
冷への加入／脱退や自己熱源の廃止／増設等）があったときは、基準期間は次のとお
りとする。
変更があった年度の基準期間：変更のあった年度の期間
変更があった年度の翌年度以降の基準期間：変更があった年度の翌年度の期間
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２-15．削減義務率 ～新規事業所の削減義務率～

新規事業所（2010年度以降に削減義務の対象 （特定事業所）
となった事業所）の削減義務率は、当該事業所が削減義務の
対象となった年度によって、その取扱いが異なる。

43

H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 41%  / 39%

第四計画期間

年度

計画期間 第一計画期間 第二計画期間 第三計画期間

既存事業所

新

規

事

業

所

第一計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第二計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第三計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第四計画期間の

途中からの

新規参入事業所



H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 41%  / 39%

第四計画期間

年度

計画期間 第一計画期間 第二計画期間 第三計画期間

既存事業所

新

規

事

業

所

第一計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第二計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第三計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第四計画期間の

途中からの

新規参入事業所

２-15．削減義務率 ～新規事業所の削減義務率～

※図中の1500kLは、満１年度稼働し、 年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上であることを前提とする。

＜イメージ＞

ア．第1計画期間の途中から特定事業所となった場合

◆第４計画期間における取扱い
⚫ 削減義務の対象となってから5年度目までは1期の義務率（8%/6%）を適用

⚫ 10年度目までは２期の義務率（17%/15%）を適用

⚫ 第３計画期間の残りの期間は３期の削減義務率（27%/25%）を適用

⚫ 第４計画期間は、３期の削減義務率の適用期間が5年度満たない場合、残りの年度

は削減義務率（41%/39%）を適用

⚫ 第４計画期間の残りの期間は４期の削減義務率（50%/48%）を適用

例） 2012年度から削減義務の対象となった場合

1年目 5年目 10年目 2年間
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５年間



H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 41%  / 39%

第四計画期間

年度

計画期間 第一計画期間 第二計画期間 第三計画期間

既存事業所

新

規

事

業

所

第一計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第二計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第三計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第四計画期間の

途中からの

新規参入事業所

２-15．削減義務率 ～新規事業所の削減義務率～

＜イメージ＞

イ．第２計画期間から特定事業所となった場合

◆第４計画期間における取扱い
⚫ 削減義務の対象となってから5年度目までは１期の削減義務率（8%/6%）を適用

⚫ 第３計画期間の残りの期間は２期の削減義務率（17%/15%）を適用

⚫ 第４計画期間は削減義務率（41%/39%）を適用

例） 2017年度から削減義務の対象となった場合

1年目 5年目

※図中の1500kLは、満１年度稼働し、 年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上であることを前提とする。
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H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 41%  / 39%

第四計画期間

年度

計画期間 第一計画期間 第二計画期間 第三計画期間

既存事業所

新

規

事

業

所

第一計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第二計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第三計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第四計画期間の

途中からの

新規参入事業所



２-15．削減義務率 ～新規事業所の削減義務率～

ウ．第3計画期間から特定事業所となった場合

◆第４計画期間における取扱い
⚫ 第３計画期間の４年度目までは１期の削減義務率（8%/6%）を適用
⚫ 5年度目に、2期の削減義務率（17%/15%）を適用）
⚫ 第４計画期間は、特定事業所の期間が5年度満たない場合、残りの年度は削減義務率

（31%/29%）を適用

⚫ 第４計画期間の残りの期間は削減義務率（41%/39%）を適用

※図中の1500kLは、満１年度稼働し、 年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上であることを前提とする。
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H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 41%  / 39%

第四計画期間

年度

計画期間 第一計画期間 第二計画期間 第三計画期間

既存事業所

新

規

事

業

所

第一計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第二計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第三計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第四計画期間の

途中からの

新規参入事業所

H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 41%  / 39%

第四計画期間

年度

計画期間 第一計画期間 第二計画期間 第三計画期間

既存事業所

新

規

事

業

所

第一計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第二計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第三計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第四計画期間の

途中からの

新規参入事業所

＜イメージ＞ 例） 2022年度から削減義務の対象となった場合

５年間



２-15．削減義務率 ～新規事業所の削減義務率～

エ．第４計画期間から特定事業所となる場合

◆第４計画期間における取扱い
原則、削減義務率(41%/39%)を適用

＊ただし、「経過措置」として、第４計画期間の４年度目までは削減義務率（31%/29%）
を適用（5年度目に、削減義務率（41%/39%）を適用）

経過措置期間

第3計画期間の途中から削減義務の対象となった事業所に第１計
画期間の削減義務率を適用していることや、建物の新築時には設計
から竣工まで一定の時間を要することを踏まえ、経過措置を設ける。

※図中の1500kLは、満１年度稼働し、 年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上であることを前提とする。
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H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 41%  / 39%

第四計画期間

年度

計画期間 第一計画期間 第二計画期間 第三計画期間

既存事業所

新

規

事

業

所

第一計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第二計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第三計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第四計画期間の

途中からの

新規参入事業所

H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 8% ／6% 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39%

指定 指定 指定 17％／15% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 31%  / 29% 41%  / 39%

指定 指定 指定 41%  / 39%

第四計画期間

年度

計画期間 第一計画期間 第二計画期間 第三計画期間

既存事業所

新

規

事

業

所

第一計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第二計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第三計画期間の

途中からの

新規参入事業所

第四計画期間の

途中からの

新規参入事業所



〔総量削減義務履行の状態〕

● 「基準排出量」：10,000t-CO2 ●通常の削減義務率：▲50％削減 の場合

2025-2029年度（5年間）：35,000 t （7,000 t（10,000 t×▲30％）×5年間）
  ⇒5年間の排出量の合計を、35,000 t以下に

10,000
t-CO2/年

基準排出量 2025-2029年度
の排出量上限

（例）2025年度から義務率３／５のトップレベル「Gold」事業所と認定された場合

★認定後、基準に適
合していないと認
めるときは、認定
を取消し

7,000
t-CO2/年

削減義務率 30％

２-16．トップレベル事業所の削減義務率

〔総量削減義務履行の状態〕

● 「基準排出量」：10,000t-CO2 ●通常の削減義務率：▲50％削減 の場合

2025-2029年度（5年間）：35,000 t （7,000 t（10,000 t×▲30％）×5年間）
⇒5年間の排出量の合計を、35,000 t以下に

10,000
t-CO2/年

基準排出量 2025-2029年度
の排出量上限

（例）2025年度から義務率３／５のトップレベル「Gold」事業所と認定された場合

★認定後、基準に適
合していないと認
めるときは、認定
を取消し

7,000
t-CO2/年

削減義務率 30％

⚫ 次の条件を全て満たす事業所は、申請により削減義務率の緩和あり

• トップレベル事業所「Gold」又は「Silver」区分の認定を受ける※1

• 認定年度又は設備更新の計画時期等、一定の条件を満たす

⚫ 対象事業所は、トップレベル事業所の認定区分に応じて削減義務率を緩和

• トップレベル事業所Gold：３/５、トップレベル事業所Silver：４/５ ※2

※1 トップレベル事業所「Diamond」は超過削減量の上限が撤廃され、削減義務率緩和は適用対象外

※2 原則として、認定された年度が属する計画期間終了年度まで有効（ただし第三計画期間でトップレベル認定された事業所は、認
定から5年間有効 ）
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人の生命又は身体の安全確保に特に不可欠な医療施設については、第４計画期間に限り、
削減義務率を2%減少※する。

緩和措置の対象となる医療施設
医療法第１条の５第１項に規定する病院、同条第２項に
規定する診療所及び同法第２条第１項に規定する助産所

削減義務率から減ずる程度 ２％

２-17．医療施設に対する取扱い

＊第2計画期間に実施した、電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置は、第3・４計画期間には実施しない

。

※ただし、第４計画期間に50％又は48％の削減義務率が適用される事業所のうち、医療施設に係る排出量が当該事業所の
排出量の1/2以上である事業所に限る。

受電単位の例 建物単位の例

D棟 D棟

C棟

B棟B棟

A棟 A棟

C棟

受電B受電A

医療
施設

医療
施設

＜対象イメージ＞ 医療施設が主要施設として含まれる受電範囲又は建物範囲における原油換算エネ
ルギー使用量が、事業所全体の「1/2以上」である場合に適用

医療施設
が含まれる
受電範囲

医療施設
が含まれる
建物範囲
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⚫ 燃料等に係る原油換算エネルギー使用量に占める電気使用の割合が20％未満である事業
所であって、設備更新計画及び設備の電化が困難な理由を提出した事業所については、第
４計画期間に限り、削減義務率を３%減少※する。

２-18．電化率２０％未満事業所に対する取扱い

50

※削減義務率に関わらず全ての特定地球温暖化対策事業所が対象。

※設備の電化が困難な理由が適切でない場合、電気使用の割合が20％未満であっても緩和措置が適用され
ない場合がある。

対象事業所 電化率20%未満を確認する算定期間※と申請時期

2024年度までに特定地球温暖化
対策事業所に該当した事業所

• 2022年度から2024年度の３か年度 

• 2025年度に、第三計画期間の最終年度（2024年度）の排
出量実績を
報告する地球温暖化対策計画書と合わせて申請

2025年度以降に特定地球温暖化
対策事業所に該当した事業所

• 基準年度の３か年度 

• 基準排出量決定申請書と合わせて申請

※ 算定期間に緩和対象要件を満たさない場合、第４計画期間中に電気使用割合が20％未満となったとしても緩和
措置を受けることはできない。（第４計画期間中に電気使用割合が20％以上となった場合でも緩和措置は継続）

＜申請時期＞



２．総量削減義務と排出量取引制度

■義務履行手段

２-19．義務の履行手段 スライド52

２-20．高効率機器への更新や運用対策の推進 スライド53

２-21．再エネ由来証書の利用方法 スライド54

２-22．実効性の確保 スライド55
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２-19．義務の履行手段

計画期間基準年度 基準年度 計画期間

１．自らで削減

不足分

３．排出量取引

２．第３計画期間からの
バンキング

(第４計画期間）

B事業所A事業所

１．自らの事業所で削減

３．排出量取引

２．第３計画期間からのバンキング

①高効率なエネルギー消費設備・機器への更新や運用対策の推進など
②オンサイト・オフサイト再エネの利用、低炭素な電気・熱の利用、再エネ由来の証書利用など

①超過削減量 ②都内中小クレジット ③再エネクレジット
④都外クレジット ⑤埼玉連携クレジット（超過削減量の連携のみ）
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熱源・空調の削減対策

高効率熱源機器の導入

高効率空調用ポンプ及び省エネ制御の導入

高効率空調機の導入

高効率パッケージ形空調機の導入

空調機の変風量システムの導入

外気冷房システムの導入

全熱交換機の導入

居室の室内温度の適正化

室使用開始時の空調起動時間の適正化

照明・その他の対策

ビルエネルギーマネジメントシステムの導入

デマンドコントローラー

高効率照明及び省エネ制御の導入

高効率変圧器の導入

照度条件の緩和

居室の昼休み及び時間外の消灯及び間引き消灯

高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入

照明の人感センサーによる在室検知制御の導入

照明のタイムスケジュール制御の導入

２-20．高効率機器への更新や運用対策の推進

高効率機器への更新や運用対策の推進など、自らの事業所で削減対策を推進
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２-21．再エネ由来証書の利用方法

54

• 再エネ由来の証書の環境価値を年度排出量から控除（再エネ由来の証書利用届の提
出が必要）

• 証書の電力・熱量は複数の事業所で分割して使用可能（グリーン電力・熱証書は複数年
度で分割して利用可能）

• テナント等事業者が当該事業所のテナント専有部に対して使用した証書も、当該事業所
の年度排出量からの控除に使用可能。

※バイオマス由来の証書については、持続可能性が担保されていることが確認できる燃料由来の電気・熱を対象



2-22．実効性の確保

削減計画期間 ５年間

【対象事業所】

・義務履行状況の確認

・（削減計画期間終了までに削減義務が
 履行できていない場合）
 取引による削減量（クレジット等）の取得

削減義務
未履行の場合 措置命令（義務不足量×1.3倍の削減）

命令違反の場合

整理期間

計画期間終了後
１年６か月間※

罰金（上限５０万円）

知事が命令不足量を調達しその費用を請求

違反事実の公表

※削減義務量及び年度排出量確定時点で、整
理期間の終了まで180日以下の場合は、それら
の確定後180日を経過した日が履行期限となる
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２．総量削減義務と排出量取引制度

■排出量取引

２-23．超過削減量の発行とバンキング スライド57

２-24．クレジットの種類 スライド59 

２-25．削減量口座簿の仕組み スライド70

２-26．システムの使い方 スライド72

２-27．排出量取引 ～相手方と価格～ スライド74
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• 超過削減量が発行されると、バンキングや売却が可能になる。

• 超過削減量の発行は、削減義務期間の終了後、削減義務量及び
総排出量が確定した段階（義務履行が確定した段階）で知事が職
権で発行する。
⇒超過削減量の発行申請は原則不要

• 削減義務期間の途中、申請により、任意のタイミングで超過削減量
を発行することは可能。

• 超過削減量が発行され、指定管理口座（又は一般管理口座）に記
録されれば、特段の手続をすることなくバンキングされる。

• 超過削減量を翌計画期間に自らの事業所の削減義務履行に利用
する場合、指定管理口座内でバンキングされるため、一般管理口
座は開設しなくてもよい。

２-23．超過削減量の発行とバンキング
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（第３計画期間） （第４計画期間）

基準排出量

50％
排出上限量

バンキングされた第３計画期間の超過削減量を第４計画期間の
削減量に充当することはできない。

《第４計画期間において自らの削減により義務履行できる場合》

２７％

（例：区分Ⅰ－１）

バンキング

超過削減量
排出上限量

２-23．超過削減量の発行とバンキング
～超過削減量の発行～

自らで削減
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２-24．クレジットの種類

＜クレジットの有効期間（バンキング等）＞
第ｎ計画期間の削減量
第ｎ計画期間及び第ｎ+１計画期間の削減義務に利用可能（有効期限は、第ｎ+１計画期間の整理期間終了まで）

クレジット名称 概要

超過削減量
対象事業所が削減義務量を超えて削減した量のうち、省エネ対策・再エネ利用
(オンサイト・オフサイト)の実績に応じて創出した量

都内中小ｸﾚｼﾞｯﾄ 都内中小規模事業所のエネルギー使用量削減による排出削減量

再エネｸﾚｼﾞｯﾄ

再生可能エネルギー環境価値

 その他削減量  ：グリーンエネルギー証書などの他制度による環境価値

 環境価値換算量：都が認定する設備により創出された環境価値

都外ｸﾚｼﾞｯﾄ
都外の大規模事業所の省エネ対策による削減量
（削減義務量相当を超えた量に限る。）

埼玉連携ｸﾚｼﾞｯﾄ
埼玉県目標設定型排出量取引制度で認定される超過削減量、中小クレジット
（第４計画期間は超過削減量の連携に限る）

削減対策の実施等によって得られた、温室効果ガスの削減量や環境価値であって、
削減義務の履行への利用が可能なものを指す。
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• 基準排出量から年度排出量を減じて得た量のうち、削減義務量を超えて削減した量に占め
る省エネ対策及び再エネ利用（オンサイト・オフサイト）による削減相当量（基準排出量の65
％を上限）をクレジットとして発行

削減計画期間の終了前でも、各年度において削減義務量の一定割合を超える削減を
達成した事業者は、その超過削減量の売却（移転）が可能な仕組み

＜単年度発行の算定方法＞

※その他ガス削減量がある場合の超過削減量の算定方法

その他ガス削減量は、保有する事業所でのみ利用できるが、義務充当することにより、削減量を増や
し、超過削減量として発行できる量を増加させることが可能２-24．クレジットの種類 ～超過削減量①～
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年度排出量

排出係数改善及び
証書利用による削減効果
（+その他ガス削減量）

省エネ対策及び再エネ
利用による削減効果X%

Y%

0%

50%

A t

B t

C t

C [t] × X [%]（ X / X＋Y ）を超過削減量として創出
(基準排出量 × (65%-削減義務率) [t] が上限量)

基準排出量

※ トップレベル事業所認定の場合、原則、超過削減量の発行上限は撤廃される。
※ バーチャルPPA由来の非化石証書は再エネ利用による削減相当量（X%）に含める。
※ 大規模水力発電（3万kW以上）由来の電力は再エネ利用による削減相当量（X%）に含めない。

削減義務量
を超えて

削減した量65%



＜単年度発行の算定方法の事例＞

２-24．クレジットの種類 ～超過削減量②～
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＜計画期間全体での算定方法の事例＞
２-24．クレジットの種類 ～超過削減量③～
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基準排出量

10,000t

削減義務量
5,000t

1年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

排出可能上限量

4,500t
（39％）

4,000t
（38％）

3,500t
（40％）

4,500t
（42%)

3,500t
（41%)

：超過削減量 ：排出可能上限量
より削減した量

排出可能上限量より削減
した量の合計：5,000t

赤字 ：省エネ対策・再エネ（オンサイト・
 オフサイト）による削減割合

超過削減量：2,000t※
（5,000t（C）×40%（X））

計画期間5年分の省エネ対策・再エネ（オン
サイト・オフサイト）による削減割合＝40％

• 基準排出量10,000ｔ、削減義務率50％、削減義務量を超えて削減した量（C）5,000 tの事業所の場合
• 5年間の総削減量30,000ｔ（5,500+6,000＋6,500＋5,500＋6,500）のうち、12,000ｔが省エネ対策及び再
エネ（ｵﾝｻｲﾄ･ｵﾌｻｲﾄ）導入によるもの、18,000ｔが電気の排出係数改善及び証書利用によるもの。

• この事業所の計画期間5年分の超過削減量は、2,000ｔ【5,000ｔ（C [t]合計値）×40％（計画期間全体
のX [%]）】。

※超過削減量の発行上限量：基準排出量×15％×5年間（例：10,000t×15％×５＝7,500t）



＜その他ガス削減量がある場合の超過削減量の算定方法＞

その他ガス削減量は、保有する事業所でのみ利用できるが、義務充当することにより、削減量を増やし、
超過削減量として発行できる量を増加させることが可能

２-24．クレジットの種類 ～超過削減量④～

63

計

算

過

程

× 20% = 600 t

1,500 t (発行上限)より、

600 t

X） （20%）

Y） （80%）



買い手売り手

特に制限なく、必要な量を、
削減義務に利用できる。

取引

２-24．クレジットの種類
～都内中小クレジット（都内削減量）～
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目標削減率相当量
（基準年度一次エネルギー消費量×2030年度の達成水準）

基準年度
エネルギー消費量

算定年度
エネルギー消費量

2030年度の達成水準以上に削減したエネルギー消費量

都内中小クレジットとして創出
（削減したエネルギー消費量（①ー②）を排出量に換算してクレジット化）

① ②

• 「地球温暖化対策報告書」を東京都へ提出している都
内の中小規模事業所のみが都内中小クレジットを創
出可能

• 中小規模事業所のエネルギー削減目標となる  
「2030年度の達成水準」 以上に削減したエネルギー
使用量相当の排出量を都内中小クレジットとして発
行（但し、中小企業等（一定の要件あり）については、
達成水準未満のエネルギー削減量についてもクレジ
ット創出の対象とする）



売り手 買い手

量の制限はなく、必要な量を
削減義務に利用することができる。

「環境価値換算量」
「グリーンエネルギー証書※」
※2008年度以降に発行又は発電(熱）されたもの。

◆第２計画期間末までに発電された再生可能エネルギー

太陽光、太陽熱、風力、地熱、水力

バイオマス

1.5倍 してクレジット認定

1.0倍 してクレジット認定

◆第３計画期間以降に発電された再生可能エネルギー

1.0倍 してクレジット認定
太陽光、太陽熱、風力、地熱、水力

バイオマス

２-24．クレジットの種類 ～再エネクレジット①～

● 換算率

取引
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●再エネクレジットとして認められる再生可能エネルギーの種類
太陽光（太陽熱※を含む。）、風力、地熱、水力（1,000ｋＷ以下）、
バイオマス（①バイオマス比率が９５％以上のものに限る。②再エネ特措法施行規則第
５条第１項第11号ハに規定される基準に適合しないバイオマスは除く。）

※ 当面、グリーン熱証書のみを対象（再エネクレジット算定ガイドラインP３参照）

●電力量（熱量）認証申請・再エネクレジット発行申請の対象者

当該グリーン電力（熱）証書の最終所有者（グリーンエネルギー認証機関に届
け出た最終所有者）であり、かつ本制度対象事業所の削減義務者であるもの

●留意事項

２-24．クレジットの種類 ～再エネクレジット②～

✓ 当該グリーン電力（熱）証書の使用目的（用途）について、本制度へ利用すること
が明確になっていること

✓ グリーンエネルギー証書によるグリーンエネルギー活用を温対法やＣＤＰ等にも
利用する場合は、算定対象となる施設・年度が一致している必要がある。
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＜発電期間の末日が第ｎ計画期間の発電量＞

第ｎ計画期間 及び 第ｎ＋１計画期間の削減義務の履行に利用可能

（有効期限は第ｎ＋１計画期間の整理期間終了時まで）

➢ 第３計画期間以降にグリーンエネルギー証書として発行された量は、
発行された計画期間に関わらず、発電期間の末日が属する計画期間及び翌計画期間の義務履行に
利用できる。

●その他削減量の有効期間

２-24．クレジットの種類 ～再エネクレジット③～
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●再エネクレジット量の算定

• 再エネクレジット量は、認証電力・熱量に換算係数を乗じて算定
• 換算係数は、再エネクレジットを発行する年度に使用する係数として東京都が公表
する東京都内に供給される電気・熱の排出係数の平均値

●電力量認証申請及び発行申請

• 電力量認証申請と再エネクレジット発行申請は同時に行うこと

• 2025年度以降の電力量認証申請及び発行申請の提出は「1月末」まで



買い手売り手

削減義務量の１／３まで
を上限として、削減義務
に利用できる。

• 基準年度の年間エネルギー使用量が原油換算
1,500kL以上で、基準排出量が１５万ｔ-CO2以下の
都外大規模事業所

• 当初申請時及び削減量認定申請時に、設備導入
対策の実施による推計削減率の合計が、都が指
定する推計削減率以上であること。

取引

• 都制度の最大の目的は、都内での温室効果ガス排出総量削減の実現

• 都外クレジットは、計画的な省エネ投資を全国的に進める企業の対策の効率性を
考慮し、都制度の対象事業所と同等規模の都外事業所における省エネ対策によ
る削減量の利用を、都内での削減努力を損なわない範囲で利用可能とするもの

＜削減量の算定方法 ＞
• 都外クレジットを発行する場合、都内大規模事業所と同様の削減義務がかかっているも
のとして、削減量（各年度ごとに都が指定する削減率を上限とする。）のうち、削減目標
率（都が指定する削減率）を超えた量を、都外クレジットの量とする。

２-24．クレジットの種類
～都外クレジット（都外削減量）～
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売り手
（埼玉県内事業所）

買い手
（都内事業所）

超過削減量

次の事業所で創出された超過削減量
・基準排出量が１５万t-CO2以下
・計画期間を通して目標達成
（都制度でいう義務履行）ができている

取
引 

※埼玉県の再エネクレジット、県外削減量、森林吸収クレジットは移転できない。

※東京都のクレジット(超過削減量）を埼玉県の事業所に移転することも可能

※第４計画期間の中小クレジットについては連携を一時休止

２-24．クレジットの種類 ～埼玉連携クレジット～
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●削減量口座簿とは

クレジットの登録、移転、義務充当などの記録を管理するための仕組み（電子システム）。削減量口
座簿への記録は、事業者からのクレジットの発行、振替等の申請に基づき、都が行う。

●削減量口座簿の仕組み ～指定管理口座と一般管理口座の役割～
指定管理口座 ：指定地球温暖化対策事業所の義務の履行に向けた状況を記録するもの 

・開設者：指定地球温暖化対策事業者

・指定地球温暖化対策事業所ごとに開設（複数の対象事業者がいる場合、その代表者として口座管理者を置くことができる。）

一般管理口座 ： 取引対象となるクレジット等の所有状況や取引の履歴を記録するもの

・開設者：取引参加者（指定地球温暖化対策事業者及びそれ以外で排出量取引への参加を希望するもの）

・指定地球温暖化対策事業者及び口座管理者は、一法人又は一個人につき、当該者に係る指定地球温暖化対策事業所の数まで
口座を開設可能（それ以外の者は、原則一口座のみ）

知事の管理口座 ：義務充当、無効化の記録など、制度運用のために必要な口座

・指定管理口座上では、所有割合は明
確化されない（財産権性なし）

・一般管理口座に移転し、記録されたと
き、当該義務者の所有物となる（財産
権性の発生）

（例〕義務者（所有者）が２名いる
場合の超過削減量の取扱い

超過削減量

指定管理口座

超過削減量

一般管理口座この移転はできない。必ず一般管理口座を経由しなけれ
ばならない。

指定管理口座
⇒指定管理口座

事業所の義務を履行する（義務充当口座へ移転する）
ために、まずその事業所の指定管理口座へ移転。一度
指定管理口座に移転されたクレジット等は、一般管理
口座へ戻すことはできない。

一般管理口座
⇒指定管理口座

指定管理口座に記録された超過削減量について、義務
者の間で所有者を決めるために移転する。

指定管理口座
⇒一般管理口座

一般的な排出量取引。クレジット等の所有者の記録が
変更される。

一般管理口座
⇒一般管理口座

移転の意味パターン

この移転はできない。必ず一般管理口座を経由しなけれ
ばならない。

指定管理口座
⇒指定管理口座

事業所の義務を履行する（義務充当口座へ移転する）
ために、まずその事業所の指定管理口座へ移転。一度
指定管理口座に移転されたクレジット等は、一般管理
口座へ戻すことはできない。

一般管理口座
⇒指定管理口座

指定管理口座に記録された超過削減量について、義務
者の間で所有者を決めるために移転する。

指定管理口座
⇒一般管理口座

一般的な排出量取引。クレジット等の所有者の記録が
変更される。

一般管理口座
⇒一般管理口座

移転の意味パターン

超過削減量

一般管理口座

２-25．削減量口座簿の仕組み
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削減義務履行状況を随時確認する
その他ガス削減量を利用するとき

その他ガス削減量の利用を
削減量口座簿へ記録

削減量

が足りない

削減量

が余った

排
出
量
取
引

【購入】

超過削減量

都内中小ｸﾚｼﾞｯﾄ

再ｴﾈｸﾚｼﾞｯﾄ

都外ｸﾚｼﾞｯﾄ

埼玉連携ｸﾚｼﾞｯﾄ

【売却】

超過削減量

購入先事業者との
売買交渉・契約

ｸﾚｼﾞｯﾄ等の取得・利用を
削減量口座簿へ記録

超過削減量の移転を
削減量口座簿へ記録

超過削減量の発行を
削減量口座簿へ記録

売却先事業者との
売買交渉・契約

排
出
量
取
引

バンキング

そのまま口座に保有
することも可能

※超過削減量は翌計画期
間の削減義務にも利用可能

クレジットの無効化を
削減量口座簿へ記録

【無効化】

超過削減量 都内中小ｸﾚｼﾞｯﾄ

再ｴﾈｸﾚｼﾞｯﾄ 都外ｸﾚｼﾞｯﾄ

カーボンオフセット等
に活用

制
度
外
利
用

２-25．削減量口座簿の仕組み 
～口座開設以降の流れ～

※超過削減量は翌計画期間の
削減義務履行にも利用可能

【無効化】
超過削減量 都内中小クレジット
再エネクレジット（環境価値換算量）

都外クレジット
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２-26．システムの使い方

ユーザーID：口座開設時に通知のあった
口座簿利用者番号を入力

(1)ログインページにアクセス

https://www10.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/Cap
AndTrade/tradingaccount/auth/TpPage

「ログイン」を押下

(2)総量削減義務と排出量取引システムにログイン

パスワード：口座開設時に通知のあった暗証
番号を入力
・初回ログイン時は、初回「パスワード変更
情報入力」画面が表示
・2回目以降は、変更したパスワードを使用し
てログイン

「操作マニュアル」
操作方法の詳細記載

【注意】
変更した「パスワード」の管理は各自で行ってください。
口座名義人・管理者のユーザーID・パスワードを忘れた場合は、「口座簿利用者番号等通知申請書」
を提出し、パスワードの再発行の手続きをしてください(再発行まで10日程度)。
※連絡先担当者IDとは異なります。
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２-26．システムの使い方
□ 義務履行状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 整理期間
削減義務
期間合計

第三義務率 第三義務率 第三義務率 第三義務率 第三義務率

Ⅰ-2 Ⅰ-2 Ⅰ-2 Ⅰ-2 Ⅰ-2

基準排出量 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000

削減義務率 25% 25% 25% 25% 25%

排出上限量 37,500

削減義務量 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500

特定温室効果ガス排出量 8,000 8,000 7,800 7,500 7,300 38,600

排出削減量 2,000 2,000 2,200 2,500 2,700 11,400

0 0 0 0 0

0 t-CO2

1,100 t-CO2

0 t-CO2

□クレジット保有状況

t-CO2

500 t-CO2

t-CO2

削減義務率以外の数値の単位はt-CO2

決
定
及
び
予
定
の
量

適用区分

事業所区分

トップレベル事業所の認定区分

医療施設緩和措置

その他ガス削減量の義務充当量

実
績

超過削減量発行可能量

前年度排出量を維持したときの残りの削減義務期間における排出量

振替可能削減量の義務充当量

超過削減量の発行量

第2期クレジット

第3期クレジット

前年度排出量を維持したときに削減義務量に不足する削減量

前年度排出量を維持したときに移転
又は次の削減計画期間における義務充当(バンキング)が可能な削減量

第1期クレジット

【排出量取引をする必要があるかを確認】

②※１※２

クレジット
保有量

①
不足する
削減量

＜

排出量取引が必要

【不足する削減量を確認】
「不足する削減量」が①に表示

※１ 一般管理口座にもクレジットを保有している場合は、  
そのクレジット量も加えて不足量を確認してください。

※２ 指定管理口座に保有しているクレジットは、自動で
  義務充当されます。

【バンキング量を確認】
現在「保有するクレジット量」が②に表示
一般管理口座がある場合は、一般管理口座に
保有するクレジット量も確認

現在、指定管理口座に保有する超過削減量

第２計画期間のバンキング分 （有効期限2026年9月末日）

※第三計画期間のシステム画面

①

②



⚫排出量取引は、取引の当事者間で行うことが基本

⚫クレジットの取引相手（購入先・販売先）の見つけ方

• 総量削減義務と排出量取引システムにおける見積受付情
報登録を利用

• 都制度で利用可能なクレジットを販売又は仲介業務を行っ
ている民間クレジット仲介事業者やグリーンエネルギー証
書発行事業者に依頼

クレジット販売・仲介事業者一覧（環境局ＨＰ）

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/trade/#cmschukai

２-27．排出量取引 ～取引の相手方～
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⚫基本的考え方

• 排出量取引の取引価格は、取引する当事者同士の交渉・合
意により決定される。

• 取引価格に対する上限価格、下限価格等の制約は特に定
めない。

⚫都が公表する価格情報

• クレジット等の移転（振替）申請時の申告価格

• 都の調査による査定価格

詳しくは東京都環境局のホームページをご参照ください。

２-27．排出量取引 ～取引価格～
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２．総量削減義務と排出量取引制度

■計画書の提出と公表

２-28．制度の主な流れ スライド77

２-29．地球温暖化対策計画書の提出と公表 スライド78

２-30．検証 スライド79

２-31．テナントビルへの対応 スライド80
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２-28．制度の主な流れ

指
定

特
定

「地球温暖化対策計画書」の提出前には「検証」が必要なため、
遅れないように注意

「地球温暖化対策計画書」の提出前には「検証」が必要なため、
遅れないように注意

2026年度に指定事業所となった事業所は、１１月末、もしくは
指定を受けた日から90日経過した日のいずれか遅い方
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＜地球温暖化対策計画書の提出＞
制度対象事業所は、毎年11月末までに、以下の事項等を記載した地球温暖化対策計画書を作成し、
知事に提出する（特定温室効果ガスの年度排出量については、登録検証機関の検証が必要） ※ 。

＜公表＞
●制度対象事業所は、削減義務量及び基準排出量、計画期間、目標を達成するための措置の計画

及び実施状況、前年度の年度排出量等を公表しなければならない。
⇒インターネット又は事業所における備え置き、掲示等による公表

●知事は、計画期間、削減目標及び削減目標を達成するための措置の計画及び実施状況、前年度
の年度排出量等を公表するものとする。

●削減目標 ：削減義務率（第４計画期間：50％又は48%）以上の目標値（定量的な目標）を定める。

●目標を達成するための措置の計画及び実施状況 ：自らの事業所における削減対策と排出量取
引の活用により、経済的・技術的に実施可能な対策を行い、その実績を把握する。

●特定温室効果ガスの年度排出量 ：毎年度、排出状況を把握し対策の進捗状況を確認する。

●その他ガスの年度排出量 ：排出量が多い場合、目標を定めるよう努める。当該事業所の排出量
の１／２以上である場合は、定量的な目標を定める。

２-29．地球温暖化対策計画書の提出と公表

※ 指定相当地球温暖化対策事業所については、指定地球温暖化対策事業所に準ずる。ただし、検証は不要。

※ 一定規模以上のテナント事業者は、特定テナント等事業者として、独自の対策を記載する計画書を作成・提出し、その計画に基づ
き対策を推進する義務がある。

※ 電気のメニュー別排出係数を使用して排出量を算定している場合は、2月末までに提出する。
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２-30．検証

・本制度対象事業所：
基準排出量の申請 (当初のみ) 、排出量の報告 (毎年度) 、
トップレベル事業所の認定申請 、その他ガスの削減量の認定

・その他の事業所：
排出量取引に利用する削減量や再生可能エネルギー環境価値※の認定

⚫ 検証を要するもの

※グリーンエネルギー証書化されたものについては、改めて検証機関の検証は不要

⚫ 登録済の検証機関

東京都環境局ホームページに評価結果を掲載
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/authority_chief/hyouka/hyouka

⚫ 登録検証機関の評価制度

東京都環境局ホームページに一覧を掲載
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/authority_chief/registered_agency.html

⚫ 検証の必要性
削減義務の履行、排出量取引を公正なものとするため、
本制度では東京都に登録した検証機関の検証を義務付けている。

【注意事項】
地球温暖化対策計画書（11月末〆）の提出直前は、検証業務が集中します。
検証機関へのご依頼は、余裕を持って実施いただけるようご協力をお願いします！
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２-31．テナントビルへの対応
オーナーとテナントが一体となって温暖化対策に取り組む仕組みを導入

《オーナーとテナント事業者の協力体制の構築》

※特定テナント等事業者：

対象事業所内のテナントであって、

●毎年度末時点において、
床面積5,000㎡以上を使用して
いる事業者、

又は
●床面積にかかわらず、前年度の
年間電気使用量が600万kWh
以上の事業者

・全テナントにオーナーの温暖化対策への
協力を義務付け

・特定テナント等事業者には、特定テナ
ント計画書の作成、提出を義務付け
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２-31．テナントビルへの対応
オーナーとテナントが一体となって温暖化対策に取り組む仕組みを導入

《テナント評価・公表制度の仕組み》

・特定テナント等事業者の取組状況を評価、公表することでテナントビルの温暖化対策を促進
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３．お知らせ

３-１．御質問等をお寄せいただく場合の方法 スライド83

３-２．制度に対する御質問の回答集について スライド84
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３-１．御質問等をお寄せいただく場合の方法
〔御協力のお願い〕

●御質問等をお寄せいただく際には、「共通の書式（質問シート）」を御活用い
ただき、できる限り「メールで御提出」くださいますよう、よろしくお願いいたし
ます。
（「総量削減義務と排出量取引システム」上のメッセージ交換機能での送信も可能です。）

●一般的な御質問等への回答内容は一定のとりまとめのうえ、東京都環境局
ホームページ等で、「主な質問への回答（ＦＡＱ）」として掲載させていただく場
合があります。

【送付先】 東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課
「総量削減義務と排出量取引制度」 相談窓口
 

Eメール : ondanka31@kankyo.metro.tokyo.jp（制度全般に関する御質問）

torihiki@kankyo.metro.tokyo.jp（排出量取引に関する御質問）

「共通の書式（質問シート）」のダウンロード
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/faq/question_download.html
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３-２．制度に対する御質問の回答集について
都へいただいた主な御質問等への回答は、次のURLにてFAQを掲載しております。
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/faq

東京都環境局トップページ

⇒ 分野別のご案内

⇒ 地球環境・エネルギー

⇒ 大規模事業所における対策

⇒ よくある質問・回答集

の順にクリック
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ゼロエミッション東京の実現に向けて

TIME TO ACT 
ー今こそ行動を加速する時－

東京都環境局HP https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/ 東京都環境局
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